
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年６月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２広第６７号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２４年４月２１日 １８時４３分ごろ 

発生場所 境港 

鳥取県境港市所在の境港防波堤灯台から真方位２７５°１,２５０

ｍ付近 

 （概位 北緯３５°３３.２′ 東経１３３°１５.５′） 

事故等調査の経過  平成２４年４月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 HAO
ハ オ

 FAN
ファン

 3 （キリバス共和国籍）、２,４７９トン 

８６５１２０７（ＩＭＯ番号）、ZHEJIANG HAOFAN SHIPPING 

Co.LTD. 

 乗組員等に関する情報 船長（中華人民共和国籍）、免状不詳 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底に擦過傷等 

 事故等の経過  本船は、船長ほか１２人（中華人民共和国籍１１人、ミャンマー連

邦共和国籍１人）が乗り組み、木材パルプ約２,３１３ｔを積み、船

首約３.４ｍ、船尾約４.１ｍの喫水で境港外港岸壁において、離岸作

業を行い、係船索を解らん
．．

し、入港時に４節伸出していた右舷錨鎖を

巻き込みながら、離岸を開始した。 

船長は、左舷側から南寄りの強風が吹く中、機関を微速力前進と

し、岸壁前の水路内で右回頭を始めたところ、海中に投棄された漁網

やロープが揚錨中の錨鎖に絡み、錨鎖の巻き込みを続行できなくなっ

たので、船首配置の乗組員に錨鎖から漁網を切り落とさせたり、外さ

せたりしながら、少しずつ錨鎖を巻き込ませた。 

本船は、水路中央付近で機関を停止したところ、船首を北西に向け

た状態で風及び東流の潮流に航路外まで圧流されたので、機関を使用

して態勢を立て直そうとしたが、平成２４年４月２１日１８時４３分

ごろ境港外港岸壁の対岸の浅瀬に乗り揚げた。 

本船は、翌２２日００時３７分ごろ引船に引かれて離礁した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南、風力 ５、視界 良好 

海象：潮流 東流約１ノット（kn）、潮汐 下げ潮の中央期 

鳥取県米子地区には、本事故当時、暴風警報及び波浪注意報が発令

されていた。 

 その他の事項  船長は、発航後、港外で荒天避泊するつもりであった。 



 

  右舷錨鎖は、本事故発生時、約１節が船首甲板上まで巻き込まれて

いた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、境港外港岸壁において、陸側からの風及び約１kn の東流の

潮流を受けて離岸作業中、入港時に使用した右舷錨鎖を巻き込みなが

ら、岸壁前の水路内で回頭する際、投棄された漁網やロープが錨鎖に

絡み、連続して錨鎖を巻き込むことができなくなったことから、風潮

流に圧流され、対岸の浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、境港外港岸壁において、陸側からの風及び約１

kn の東流の潮流を受けて離岸作業中、入港時に使用した右舷錨鎖を巻

き込みながら、岸壁前の水路内で回頭する際、投棄された漁網やロー

プが錨鎖に絡み、連続して錨鎖を巻き込むことができなくなったた

め、風潮流に圧流され、対岸の浅瀬に乗り揚げたことにより発生した

ものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・風が強いときには、圧流されることを考慮し、使用していない錨

も投錨できるように準備をしておくことや操船支援のための引船

の準備をしておくことが望まれる。 

 


